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概 要

横浜市では，11 か所の水再生センターで発生する汚泥を，南北 2か所の汚泥資源化センターで集

約し，濃縮，嫌気性消化，脱水を経て焼却している。本市では，この汚泥処理プロセスで発生する

消化ガスや汚泥焼却灰について，有効利用，資源化への取り組みを進めてきた。今回，地球温暖化

対策および資源の更なる有効利用を行うことを目的とし，汚泥処理プロセスへ，従来の焼却に加え

燃料化を導入し，下水汚泥燃料化施設の整備・維持管理を行う事業を PFI 手法にて実施した。

キーワード：PFI，下水汚泥燃料化，低炭素社会，汚泥集約処理
原稿受付 2016. 9. 2 EICA: 21(2・3) 184-186

1．は じ め に

横浜市では，昭和 37 年に中部水再生センターが最

初の終末処理場として稼動して以来，現在では 11 か

所の水再生センターで水処理を行っており，下水道普

及率もほぼ 100% に達している。各水再生センターか

ら発生した汚泥は，臨海部の北部及び南部の 2か所の

汚泥資源化センターに送泥管で送られ，濃縮，嫌気性

消化，脱水，焼却の順で処理されている。横浜市では，

この汚泥処理プロセスで発生する消化ガスや汚泥焼却

灰について，可能な限り有効利用を行う方向で資源化

への取り組みを進めてきた。

今回，南部汚泥資源化センター焼却 3号炉の更新に

あたっては，地球温暖化対策及び資源の更なる有効利

用を行うことを目的として，本市では初めて燃料化施

設を導入した。この下水汚泥燃料化施設の整備・維持

管理については，民間資金を活用して，民間に施設整

備とサービスの提供をゆだねる PFI 手法にて実施し

ている。平成 24 年 8 月から設計建設を開始して，平

成 27 年 12 月に試運転が完了したことから，本事業の

経緯と試運転について報告する。

2．資源化への取り組み

汚泥処理プロセスで発生する消化ガスと汚泥焼却灰

については，消化ガスは主にガス発電と焼却炉補助燃

料に，また，汚泥焼却灰は改良土や建設資材に有効利

用している。

これまでにも，汚泥処理プロセスにおいては省エネ

ルギーや汚泥の有効利用を進めてきたが，これまでの

汚泥焼却については，次のような課題があった。

① 下水道事業の温室効果ガス排出量は市役所全体

の約 20% を占め，特に汚泥焼却時に発生する

量がその約 26% を占めており，効果的に削減

する方策が求められていた。

② 消化後の汚泥にはまだ多くの有機分が残留して

おり，未利用資源として更なる有効利用が期待

できる状況であった。

③ 汚泥焼却灰を改良土や建設資材として有効利用

しているが，公共工事等の減少に伴って需要が

低下傾向にあり，安定的に処理を行うために新

たな有効利用方法が求められる状況であった。

こうした課題がある中で，今回，汚泥処理方式を焼

却から燃料化に転換することで，次のような効果が期

待できた。

① 焼却により発生していた一酸化二窒素を大幅に

削減でき，温室効果ガス排出量を削減できる。

② 製造された燃料は，再生可能エネルギーとして

活用でき，低炭素型社会構築に貢献できる。

③ 燃料化物として，新たな有効利用先を確保する

ことができ，有効利用先の多様化を図ることが

できる。

このような期待を背景に今回の汚泥焼却炉の更新に

おいては，燃料化方式を採用した。また，事業の実施

にあたっては，民間ノウハウの活用，燃料ユーザーと

の連携なども考慮し，前述のとおり PFI (BTO) 方式

により進めることとした。

3．下水汚泥燃料化事業

3. 1 事業概要

(1) 事業場所

横浜市金沢区幸浦一丁目 9番地

南部汚泥資源化センター内
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(2) 事業規模

施設能力 ：150 ton/日

計画汚泥処理量：46,500 ton/年

燃料製造量 ：約 7,200 ton-DS/年

(3) 事業期間

設計建設期間 平成 24 年 8 月〜平成 28 年 3 月

管理運営期間 平成 28 年 4 月〜平成 48 年 3 月

(20 年間)

(4) 事業形態

PFI (BTO) 方式

事業者が施設の設計及び建設を行った後，市に所

有権を移転し，事業期間終了までの間，本施設の

管理運営を行う。なお，製造した燃料化物を石炭

代替燃料として石炭火力発電所等で全量有効利用

する。

(5) 事業者

(株)バイオコール横浜南部

(出資者：電源開発(株)，月島機械(株)，月島テクノ

メンテサービス(株)，バイオコールプラントサー

ビス(株))

3. 2 施設概要

(1) 特徴

燃料化方式は，納入実績が豊富な「低温炭化燃料化

方式」を採用し，300℃程度の低温域で炭化させる。

一般に，炭化温度が低いほど高発熱量化に有利である

が，臭気の低減には不利である。今回採用した低温炭

化方式では，汚泥燃料に求められる 3つの要素である

高発熱量，低臭気，低自然発火性のバランスを確保し

たものとなっている。

また，本施設では，従来型の低温炭化燃料製造プロ

セスの見直しを行った。具体的には，廃熱ボイラと

ヒートポンプによって製造工程から回収した廃熱及び

汚泥資源化センターの既設焼却炉の余剰蒸気を，汚泥

乾燥機の熱源として活用できるようにし，製造過程に

おける温室効果ガスの排出抑制を実現している。

(2) 燃料製造プロセス

Fig. 1に汚泥燃料化施設のシステムフローを示す。

① 脱水汚泥 (水分約 80%) は，乾燥機にて水分約

25%まで乾燥させる。

② 乾燥汚泥は，造粒機で約 ϕ5 mm×(10 mm〜15

mmL) に成形した後，外熱キルン型炭化炉に

より，低酸素または無酸素状態下で 300℃程度

にて炭化させる。
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Photo 1 View of sludge to fuel conversion facilities

Fig. 1 Flow of sludge to fuel conversion



③ 炭化工程で発生する熱分解ガス及び乾燥機排ガ

スは，再燃炉にて燃焼後，排ガス処理を行い，

無害化する。

4．試運転結果

平成 27 年 12 月より実負荷による試運転を開始した。

実負荷運転中の 12 月 21日〜23日にかけ，72時間の

性能確認試験を実施し，汚泥処理量，温室効果ガス排

出量削減，環境保全に関する法令等の基準値を満たし

ていること等を確認した。

Table 1に試運転時の汚泥処理量，燃料化物の収率，

燃料化物の発熱量を示す。処理能力については定格能

力の 150 ton/日に対し，性能試験の 3 日間平均で

152.2 ton/日が確認でき，十分な性能であることが確

認できた。また，燃料化物の収率，発熱量，温室効果

ガス削減効果についても基準を満足する結果であった。

その他，既存焼却設備から余剰蒸気の受入れができ

ること，消化ガス及び都市ガスによるそれぞれの専焼

運転，混焼運転ができること等についても確認し，良

好な結果だった。

4．ま と め

下水道事業における温室効果ガスの排出量は，横浜

市において市役所全体の約 20% と多く，特に汚泥処

理時に発生する量が本市下水道事業全体の約 26% を

占めている。試運転結果により，事業提案時の約 5,900

ton-CO2/年を上回る約 6,900 ton-CO2/年の温室効果

ガス排出量削減を達成した。これは南部汚泥資源化セ

ンターにおける排出量の約 30% にあたり，環境負荷

を大幅に低減できる。

また，建設・管理運営に民間の資金，技術ノウハウを

導入することにより，事業契約時の VFMで約 20.8%

(約 23億円) のコスト縮減ができた。管理運営期間に

おいても事業契約書等に基づく適正なリスク管理や，

長期にわたるサービス提供の確保について定期的にモ

ニタリングを実施し，事業が適切に行われているか確

認をしていく。

今後も低炭素社会実現に向けた下水道事業の取組み

を推進して行くが，特に汚泥の新たな有効利用法や有

効利用先の多様化を図ることで下水道事業としての安

定性を向上させていきたいと考えている。
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Table 1 Test data


